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千歳市第６期総合計画
まちづくりの基本目標・展開方針・施策

個別計画の施策を地域において推進するための理念

地域福祉実践計画
(千歳市社会福祉協議会)

新・北海道保健医療福祉計画
(北海道地域福祉支援計画) (北海道)
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まちづくりの基本目標
第１ あったかみのある地域福祉のまち

市民及び関係団体

連携 連携

あったかみのあるまちづくり展開方針1

市民及び関係団体

市民
アンケート調査

パブリック
コメント千歳市

保健福祉調査
研究委員会

ちとせ地域
福祉市民会議

千歳市

千歳市
議会

千歳市
社会福祉
協議会

千歳市保健福祉
推進委員会

作業部会

計画の背景

社会の変化 社会保障制度改革 新しい制度

Ⅰ

　核家族化の進行や共働き世帯
の増加などにより、これまで地域
や家庭が持っていた支え合いの
機能が希薄化しています。すべて
の世代が、その能力に応じて相互
に支え合う仕組みを構築すること
が重要です。

　平成24年８月、今後の社会保
障制度改革の方向性を定めた
「社会保障制度改革推進法」が制
定されました。持続可能な社会保
障制度とするため、「少子化対策」
「医療」「介護」「年金」の４分野の
改革が一体的に進められます。

　平成27年４月から新しい「生活
困窮者自立支援制度」がスタート
します。既存の福祉制度だけでは
支援が難しい方などに対し、制度
横断的かつ包括的な支援を行う
ことで、自立をめざす仕組みづく
りに取り組みます。

千歳市における地域福祉計画の位置づけ

　「千歳市地域福祉計画」は、地域福祉の推進に関する計画であり、「千歳市第６期総合計画」の個別計画と
して、市民同士の結びつきや支え合いによる地域づくりを進める計画として位置づけます。
　計画期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間とします。

計画の位置づけと計画期間

　「千歳市第６期総合計画」では、
まちづくりの基本目標「第１ あった
かみのある地域福祉のまち」を掲
げています。この目標では、９つの
展開方針を設定しており、そのうち
の「展開方針１　あったかみのあ
るまちづくり」が、主に地域福祉計
画が所掌する範囲となっています。

施策(1)  コミュニティ活動のしっかりした地域づくり
施策(2) 安心して利用できる福祉サービスの仕組みづくり
施策(3)  だれもが活動しやすい環境整備と

福祉活動を担う人材の確保
施策(4) 地 域の特性が生かされた活発な地域づくり

千歳市第６期総合計画における地域福祉計画の位置づけ

　計画の策定にあたっては、市民の
計画策定への主体的な参加が重要
になることから、委員20名からなる
「ちとせ地域福祉市民会議」や、市民
アンケート調査」により市民の意向
を把握し、市民の意見を反映した計
画を作成しました。
　計画について、千歳市の庁内組織
である「千歳市保健福祉推進委員
会」における検討とともに、保健、医
療の関係機関や団体の代表者を中
心とした委員で構成される「千歳市
保健福祉調査研究委員会」におい
て、専門的、総合的な見地から幅広
い意見をいただきました。
　また、パブリックコメントにより、
計画素案を市民に公表し、幅広い意
見を募りました。

提言

連携
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資料

計画策定体制

計画策定に
あたって

が
画
計
祉
福
域
地

所
に
主

掌

囲
範
る
す

展開方針２　保健予防対策の充実
展開方針３　医療の充実
展開方針４　高齢者福祉の充実
展開方針5 障がい者及び障がい児の

福祉の充実
展開方針６ 子育て支援の充実
展開方針7　 市民生活の安定
展開方針８　 男女共同参画社会の実現
展開方針９ 心のふれあうコミュニティづくり

福祉分野の個別計
画から漏れる課題、
地域で横断的に取
り組むべき課題
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地域社会の現状

人口・世帯

人口

Ⅱ

福祉サービスを必要とする人

　千歳市の平成22年10月1日現在
の人口は93,604人であり、年々増
加しています。
　高齢者人口は、昭和60年に3,917
人だったものが、平成22年には
16,293人と大幅に増加していま
す。また、年少人口は、昭和60年に
17,772人だったものが、平成22年
には13,883人と約4,000人減少し、
千歳市においても、少子高齢化が
進んでいることがわかります。

世帯数及び世帯当たり人員

　世帯数は、昭和60年の22,681世
帯から、平成22年には38,541世帯
と、約16,000世帯増加しています。し
かしながら、1世帯当たり人員は
3.25人から2.43人へと低下し、一人
暮らし世帯、核家族世帯等が増えて
いることがうかがえます。

生活保護受給者

　生活保護受給者数について、被保
護世帯数、被保護人員数共に、年々
増加しています。保護率は、平成21
年度に1.07％だったものが、平成25
年度には1.42％と0.35ポイント高く
なっています。

・被保護「世帯」「人員」は、各年度における各月の実世帯や
実人員の合計
・保護率は、年度平均被保護人員の９月末住民基本台帳
人口に対する割合

地域活動

町内会・自治会

　現在、千歳市には町内会・自治会（連
合会を含む）が151団体あります。全世
帯の約６割が加盟し、地域活動を展開
しています。
　町内会・自治会への加入世帯数は
横ばいで推移していますが、加入割
合は年々低下しています。

要支援・要介護者数

　高齢者数の増加に伴い、介護保険
制度における要支援・要介護者数も
年々増加しています。
　要支援・要介護者数は、平成22年
には2,294人だったものが、平成25年
には3,035人と、741人増加していま
す。
　65歳以上人口に対する要支援・要
介護者の割合（出現率）も年々高まり、
平成25年には16.8％となっています。

障がい者（手帳所持者）数

　千歳市の障がい者数（障害者手帳
所持者数）について、身体障がい、知
的障がい、精神障がいのいずれも、
年々増加しています。 
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地域福祉をめぐる
千歳市の状況と課題

市民アンケートやちとせ地域福祉市民会議の結果から、地域福祉をめぐる千歳市の課題を整理しました。

Ⅲ

　地域の結びつきがあると考えている市民は半数
程度であり、実際の近所付き合いは「あいさつ程

。すでどんとほが方ういと」度程るすを話ち立「」度
　地域活動に参加していない方の中にも、「地域
社会の一員として役立ちたい」と考えている方が
います。

●町内会を基本としつつ、隣近所やごみステー
ションの範囲など、小さな単位での声かけや交
流などをきっかけに、地域のつながりをつくって
いくことが大切です。
●仕事や家庭の事情などから、地域活動に参加で

会内町、用活の」５ータフア「。すまいが人いなき
行事への参加など、市民の「勇気ある一歩」を引
き出せるようなきっかけづくりが必要です。
●世代間交流などにより、若い世代にも地域福祉
の理念を広げていく工夫が必要です。

●対象者別の制度では解決しにくい地域課題があ
り、「制度の狭間」にあってサービスを必要として
いる市民がいます。
●困っている人を発見した時に、必要なサービスに
結び付けるネットワークが必要です。しかしなが
ら、個人情報などの問題から、うまく情報をつなげ
られないことがあります。
●民生委員児童委員など、地域のなかで困りごとを
抱えている市民と行政機関などとの間をつなぐ
「パイプ役」になる人を育てていくことが必要です。

●地域福祉の基礎となる市民同士の結びつきを
強める取組が必要です。
●地域活動に参加したいと思っている市民が、そ
れぞれの状況に応じて参加できるよう、心理
的・物理的な「活動参加のハードル」を下げる
ための取組が必要です。
●幅広い市民に「地域福祉」についての理解を深
める活動が必要です。

●生活困窮者をはじめとして、これまでの制度では
解決しづらい課題に対応するため、市民・事業者・
市の連携による新しい仕組みづくりが求められて
います。
●災害時など、支援を必要とする人に確実に支援の
手が届くよう、個人情報を適切に取り扱うための
ルールづくりや個人情報を共有できる地域の土台
づくりが必要となっています。

　手助けを必要とする市民を把握して、対応する
ことが求められています。
　また、手助けを必要とする方に適切に対応する
ためには、プライバシーなど個人情報に関わる課
題があることがわかりました。

地域福祉の理念の普及 生活課題への取組

[近所付き合いの程度]
[生活困窮者への気づき]
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　福祉サービスを安心して利用できる仕組みが
整っていると感じているのは半数程度です。
　安心して福祉サービスを利用するために、手助
けをする側と受ける側が互いによく理解しあうこ
とが重要です。

●サービスがあることを知らない、自分がサービ
スの対象かどうかわからない、制度がわかりづ
らいなどの理由から、必要なサービスを利用で
きない市民がいます。
●困りごとの相談先や、困った時にどこを頼って
いいかわからないことなどから、必要なサービ
スにたどり着けない市民がいます。
●せっかく相談したのに「たらいまわし」を受けて
しまい、適切な機関へつなげてもらえなかった
市民がいます。

● が民市るいてじ感と」いくにき歩「」いくにし出外「
います。
●専門職が分野ごとに分かれていて、うまく横の連
携が機能していない場合、せっかくの専門知識や
人材を活かされていない状況が見受けられます。
●どのような組織や人材が地域にいるのか、あまり
知られていません。
●地域住民の力だけで地域の課題を解決すること
は難しく、行政や専門職などと力を出し合うことが
必要です。

●相談できる場所や人を市民に明示するととも
に、サービスを受けることに対する抵抗感を軽
減するための工夫が必要です。
●すべての市民が、制度やサービスを十分に理解
して、サービスを利用できるよう情報の周知を
進めることが必要です。
●専門職がその専門性を高め、連携・情報交換の

れ漏らか」網のスビーサ「、でとこるえ整をみ組仕
てしまう市民をなくす取組が求められています。

●公共交通機関や道路の整備など、バリアフリー化、
ユニバーサルデザイン化について、さらなる取組が
求められています。
●地域の中で「核」となる人材や専門職の育成、それら
の人材の専門性をしっかりと活かせるような体制・
仕組みづくりが必要です。
●市民、事業者、市が協力して課題解決に取り組める
よう、連携・協力の体制づくりが求められています。

　安心して暮らせる生活基盤が十分に整ってい
ないと思っている市民が多くいます。
　ハード面だけでなく、人材育成や、地域関係者
によるネットワークや連携体制の構築など、さま
ざまな側面からの取組が求められます。

福祉サービスを安心して
利用できる仕組みづくり

福祉のまちづくり

[日々の困りごとの相談相手]
[誰もが安心して暮らせるまちだと思うか]
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30.6%
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同居していない親類

友人・知人

職場の人

近所の人

町内会・自治会の役員、
民生委員

市役所
ボランティア活動を

している人

福祉施設の職員、
ヘルパー

病院などの職員

電話などでの悩み相談

相談する人はいない

困っていることはない

その他
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思わない
12.8%
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9.9%1.0%
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程度
50.6%
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12.0%

4.7%

気になる方は
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83.2%

〈市民会議の意見〉 

〈課題〉 

〈市民会議の意見〉 

〈課題〉 

〈市民会議の意見〉 

〈課題〉 

〈市民会議の意見〉 

〈課題〉 
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基本方針Ⅳ

基本理念

あったかみのあるまち　「ちとせ」

　地域活動に参加しやすい仕組みが十分でないと思っている市民が多くいます。
　積極的な地域活動への参加を促すためには、手助けをする側と受ける側が、お互いに十分に理解しあう
とともに、経験の豊富な人材を育て、活用することが重要です。

　市民が、必要な時に適切に福祉サービスの情報を入手し、利用できるまちを実現します。個々の暮らしに
合わせ、市民同士の助け合いや行政サービス、民間のサービスなど、さまざまなサービスの中から、自分が
必要としているものを選ぶことができるようにするとともに、今ある福祉サービスをよりわかりやすく、利用
しやすくします。
　地域の中には、「困っている」と助けを求めることが難しい方や、支援が必要なのに福祉サービスと結び
ついていない方がいます。市民、事業者、市のそれぞれがアンテナを磨き、地域の中で困っている人を見つ
けて、支援の輪へとつないでいくネットワークをつくります。

●ボランティア活動に参加したいと思っても、どこに行けば情報があるのか、どこでボランティア活動ができ
るのか情報がないために、参加できない人がいます。
●近隣や単位町内会だけでは解決できない課題については、町内会同士の連携や、専門機関・行政などと
の連携によって取組を進めることが必要です。

●ボランティア活動や地域活動に参加したいと考えている市民が、必要な情報を得られるようにすることが
必要です。
●活動への参加のきっかけとして、「ボランティアポイント制度」など新しい仕組みの導入も含め、参加を促
す取組を検討することが求められています。

地域活動に参加しやすい仕組みづくり

[地域社会の一員として
役に立ちたいと思うか]
（地域活動に
参加していない市民）

5

市民みんなが主役となり、お互いに支え合いながら
どんなときも安心して暮らし続けられる
あったかみのあるまちを実現します

計画目標

福祉サービスを利用しやすい仕組みづくり計画目標Ⅰ

　地域福祉に関わる人材や情報、サービス等の社会資源の質を高め、ソフト・ハードの両面から社会資源
へのアクセスが容易な「福祉のまちづくり」をめざします。
　市民、事業者、市がそれぞれの役割を認識し、協力し合いながら福祉のまちづくりを推進し、大きな災害
に見舞われるなど困難な状況にあっても、必要なサービスや手助けが行き届くようなまちにします。

地域の社会資源を育む環境づくり計画目標Ⅱ

　誰もが安心して暮らし続けられるまちをつくることは、市民一人ひとりの大切な役割です。地域福祉の考
え方や大切さを理解して、誰もが主体的に地域福祉に関わることができるまちをめざします。
　千歳に暮らす市民一人ひとりが勇気ある一歩を踏み出し、自分のできることから取り組むことができるよ
う、必要な情報や仕組みを整えます。
　また、町内会・自治会などのコミュニティ活動を推進し、地域福祉の理念の普及啓発をとおして、さまざま
な活動が地域で広がりをもって活発に実践されるよう促進します。
 

福祉活動への参加が活発な地域づくり計画目標Ⅲ

思わない
11.8%

その他
2.4%

無回答
1.8%

思う
20.0%

まあ思う
38.2%

あまり
思わない
25.7%

〈市民会議の意見〉 

〈課題〉 
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」
せ
と
ち
「

計 画 目 標

計画目標Ⅰ 基本目標ⅰ

基本目標ⅱ

基本目標ⅲ

基本目標ⅳ

基本目標ⅴ

基本目標ⅵ

福祉サービスを
利用しやすい
仕組みづくり

安心して利用できる
福祉サービス

具体的施策（例）

福祉事業の基盤づくり

地域福祉の担い手の育成

地域福祉の理念の普及

福祉活動を支援する環境づくり

福祉サービスの狭間に
ある問題への対応

地域の
社会資源を育む
環境づくり

福祉活動への
参加が活発な
地域づくり

計画目標Ⅱ

計画目標Ⅲ

計画の体系
※ 基本施策の【重点施策】は、国の動向や「ちとせ地域福祉市民会議」において
　 活発に議論された内容を基に設定しています。

念
理
本
基

基 本 目 標

基本
施策

身近な相談窓口の充実と福祉情報の提供
●民生委員児童委員の活動促進　 
●千歳学出前講座「（仮称）ちとせ地域福祉の姿2020」の新設　など

福祉を必要としている市民を発見する仕組みづくり
●「（仮称）ちとせ地域福祉ネットワーク会議」の新設　など

基本
施策2

基本
施策3

基本
施策4
基本
施策5
基本
施策6
基本
施策7
基本
施策8
基本
施策9
基本
施策10
基本
施策11

生活困窮者自立支援制度　【重点施策】
●生活困窮者自立支援事業の実施

ユニバーサルデザインによるハード基盤の整備
●「（仮称）ちとせ社会資源マップ」の作成　など

災害時における避難行動要支援者の支援　【重点施策】
●避難行動要支援者にかかる名簿の作成　など

福祉事業者の育成と支援
●千歳市社会福祉協議会との連携強化　など

コミュニティ・ソーシャル・ワークの調査研究
●「（仮称）地域福祉コーディネーター」の研究　など

福祉教育の推進
●フォーラム、勉強会、千歳学出前講座などの学習機会の提供　など

虐待防止と権利擁護の普及啓発
●市民後見人養成の推進　など

町内会・自治会などのコミュニティ活動の推進
●「（仮称）現代版・寺子屋」の実施　など

ボランティアの支援　【重点施策】
●「ボランティアポイント制度」の導入　など

基本
施策1
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計画目標Ⅱ 地域の社会資源を育む環境づくり

計画目標Ⅰ 福祉サービスを利用しやすい仕組みづくり

施策の展開Ⅴ

　　すべての市民が、制度やサービスを十分に理解して、必要に応じてサービスを利用できる仕組
みづくりを進めます。

・民生委員児童委員の活動促進
・各種相談窓口の確保と連携
・福祉情報の発信と共有
・千歳学出前講座「（仮称）ちとせ地域福祉の姿2020」の新設

・地域における課題やニーズの発見
・「（仮称）ちとせ地域福祉ネットワーク会議」の新設

基本目標ⅰ

基本施策

①身近な相談窓口の
充実と福祉情報の提供

②福祉を必要としている市民を
発見する仕組みづくり

個別施策

安心して利用できる福祉サービス

基本目標ⅲ 福祉事業の基盤づくり

・「（仮称）ちとせ社会資源マップ」の作成
・ユニバーサルデザイン・バリアフリーの推進
・福祉有償運送等の促進

・避難行動要支援者にかかる名簿の作成
・自主防災組織の活動促進と避難所単位の連携体制の確立

基本施策

④ユニバーサルデザインによる
ハード基盤の整備

⑤災害時における避難行動
要支援者の支援【重点施策】

個別施策

　　今ある福祉制度だけでは対応が難しい、新たな地域の課題に対応します。
　平成27年４月からスタートする「生活困窮者自立支援制度」を実施して、課題を抱えた市民に対す
る包括的かつ継続的な支援を行うとともに、関係機関などと連携した地域づくりに取り組みます。

・生活困窮者自立支援事業の実施

基本目標ⅱ

基本施策

③生活困窮者
自立支援制度【重点施策】

個別施策

福祉サービスの狭間にある問題への対応

　　公共交通機関や道路整備などのバリアフリー・ユニバーサルデザイン化について、さらなる取組を
進めます。
　また、災害時に手助けが必要な人へ支援が行き渡る仕組みづくりを進めます。

基本目標ⅳ 地域福祉の担い手の育成

・福祉サービス事業者の自己評価及び第三者評価の促進
・千歳市社会福祉協議会との連携強化

・ケアマネジメントの推進
・「（仮称）地域福祉コーディネーター」の研究

基本施策

⑥福祉事業者の育成と
支援

⑦コミュニティ・ソーシャル・
ワークの調査研究

個別施策

　　社会福祉協議会など地域の「核」となる団体や、福祉に関わる専門職などの人材育成、それらの人
材の専門性をしっかりと活かせるような体制・仕組みをつくります。
　また、市や専門職と、地域の住民が協力して課題解決に取り組めるよう、連携・協力の体制づくりを
行います。
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Ⅵ
計画目標Ⅲ 福祉活動への参加が活発な地域づくり

基本目標ⅴ 地域福祉の理念の普及

・学校や地域活動との連携
・フォーラム、勉強会、千歳学出前講座などの学習機会の提供

・市民後見人養成の推進
・子どもや高齢者、障がい者などへの虐待、配偶者等からの暴
力（ＤＶ）の防止
・保健福祉オンブズマン制度の推進

基本施策

⑧福祉教育の推進

⑨虐待防止と
権利擁護の普及啓発

個別施策

　　市民一人ひとりが「地域福祉」についての理解を深め、自分たちのまちをつくる大切な役割として
積極的に地域活動に参加できるような取組を進めます。

基本目標ⅵ 福祉活動を支援する環境づくり

・地域における見守り活動や防犯の推進
・地域活動のための既存施設の有効活用
・地域における環境美化や除雪事業の支援
・「（仮称）現代版・寺子屋」の実施

・「ボランティアポイント制度」の導入
・ボランティアセンターの支援と福祉ボランティア人材の育成支援
・ボランティアやNPO活動に関する情報の提供

基本施策

⑩町内会・自治会などの
コミュニティ活動の推進

⑪ボランティアの支援
【重点施策】

個別施策

　　地域活動に参加したいと考えている市民が、必要な情報を得て、それぞれの状況に応じた活動に
取り組むことができるようにします。
　町内会活動やボランティア活動などの地域活動が活発に行われる地域をめざし、日々の活動や交
流を通じて、地域の中に支え合いの輪を広げます。

市民・事業者・市の協働による計画の推進 

市民の役割 事業者の役割 市の役割

　市民一人ひとりが地域福祉に
ついての理解を深めるとともに、
自らが地域を構成する一員である
ことを認識し、身近なところででき
ることをともに支え合いながら、自
主的な地域活動の実践が必要で
す。

　福祉サービスの提供者として
市民の多様なニーズに応えると
ともに、利用者の意向を十分に尊
重し、サービスの質の向上に努
め、他のサービスとの連携により
総合的なサービスの提供に取り
組むことが求められています。

　市民及び事業者の地域福祉に
関する活動に対し、その自主性を
尊重するとともに、市民が主体的
に地域活動に参加できるよう、多
様な参加機会や情報の提供な
ど、必要な支援を行います。

千歳市社会福祉協議会との連携による事業の推進 

　本計画の基本理念や目標を実現させるためには、地域活動への幅広い市民参加をはじめとして、計画の
各分野で社会福祉協議会が市民、ボランティア、福祉団体などと協働して役割を担うことが期待されます。
　第６次地域福祉実践計画と相互に連携しながら、施策の実現をめざします。

計画の進捗状況の把握と評価 

　本計画の施策を推進するため、庁内における進捗確認とともに、市民の代表で構成された「千歳市保健
福祉調査研究委員会」において、計画の評価や進捗状況について意見を聞くこととします。
　また、委員会の結果は、ホームページなどを通じて市民に公表します。

財政基盤の確立 

　施策の推進にあたっては、その費用対効果を十分に見極め、財源の配分と組織の運営を最も効率的・効
果的に行っていくよう努めます。

計画の継続的な
推進と評価


